
（　　　　　）※12歳の誕生日の前々日
　までの申請の場合

● 申 請 上 の 注 意

● 旅 券 の 受 領 申請日から６か月以内に旅券を受領しないと失効します。
この場合、次回申請時に通常より高い手数料を徴収する場合があります。

● 旅 券 窓 口

旅券申請は、申請者本人がご自身で行うのが原則ですが、申請者の指定する方が代わって提出することもできます。
（旅券を損傷した方、紛失・焼失した方、居所申請の方、一時帰国の方、刑罰等関係の欄で「はい」に該当する方は、代理提出はできません。）
１）本人申請の際の必要書類の他に代理人の本人確認書類（本人、代理人とも原本）が必要になります。
２）（申請書裏面の）「申請書類等提出委任申出書」に、申請者本人と引受人（代理人）の記入が必要です。
３）10 人以上の代理提出の場合は、事前に予約が必要です。予約のない場合、当日受付できないこともあります。

旅券のお受取りは必ず申請者本人がおいでください。代理受領はできません。
幼児の場合は、法定代理人等がお子様と一緒においでください。
新規申請の場合、申請日を１日目と数え、土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～１/３）を除いて、
パスポートセンターでは６日目から、総合支庁等では９日目からお渡しできます。
旅券を受取るときに、山形県収入証紙と収入印紙で納めてください。

本人（代理は不可）による紛失（焼失）届の手続きが必要となります。（写真１枚が必要）

残存有効期間同一旅券（残っている有効期間がそのまま継続、手数料 6,000 円）の申請、又は新たな旅券 （有効期間
10 年又は５年）の申請のいずれかを行うことができます。

申請書（裏）の「法定代理人署名」の欄に親権者（父または母）の署名が必要です。切替申請で戸籍謄本が省略でき
る場合でも、申請者と親権者の姓が違う場合など、戸籍謄本等を確認させていただく場合があります。

申請（代理は不可）に加え別の手続きも必要となりますので、あらかじめパスポートセンター（☎023－647－2566）にお問い合わせください。

旅　券　の　種　類 山形県収入証紙
２,０００円
２,０００円
２,０００円

10年間有効の旅券
５年間有効の旅券（申請者が12歳以上の場合）
５年間有効の旅券（申請者が12歳未満の場合）

１４,０００円
　９,０００円
　４,０００円

１６,０００円
１１,０００円
　６,０００円

収入印紙 計

不明な点は下記の窓口にお気軽にお問い合わせください。
山形県パスポートセンター 山形市城南町１－１－１霞城セントラル２F ☎０２３－６４７－２５６６〒９９０－８５８０

業 務 時 間（申請は審査に時間がかかりますので16時頃までに来所されるようお願いします。）

※申請・交付の方には霞城セントラルパーキング又は山形駅東口交通センター駐車場の駐車券を持参いただければサービス券を交付します。
　（交付は、申請手続の完了時（１時間分）と旅券の交付時（30分）のみに限定させていただいております。）

パスポートセンター（土曜日と祝日は休み）
申　　請：月～金 9：00～17：00

交　　付：月～木 9：00～18：00 金・日 9：00～17：00
　　　　（日曜日の交付は、パスポートセンターでのみ実施）

総合支庁（庄内・最上・置賜）・総合支庁地域振興局（西村山・北村山・西置賜）
申　　請：月～金 9：00～17：00　　交　　付：月～金 9：00～17：00
鶴岡・酒田・天童市役所
申　　請：月～金 8：30～17：15　　交　　付：月～金 8：30～17：15

祝日・年末年始（12/29～１/３）は休みです。（裏面に記入例あり）

●必要な書類と注意事項

旅券（パスポート）の申請案内
◆この案内は、旅券を発給申請する際（①初めて申請する場合、②前の旅券が期限切れの場合、
③旅券の有効期間が１年未満になり切替える場合、④戸籍上の氏名又は都道府県名等の変更
に伴い有効旅券を切替える場合）の要領を記載しています。詳しくは、県のホームページを
ご覧ください。（「山形県パスポート」で検索）　　　　　　　　　　（令和５年３月作成）

◆ 山形県で申請できるのは、
県内に住民登録している
方と県内に居所を有して
いる方です。
(６　その他居所申請参照)

１ 一般旅券発給申請書 １通 ・５年旅券用と 10 年旅券用の２種類があります。
・18 歳以上の方は５年旅券と 10 年旅券のどちらかを選択できます。
・18 歳未満の方は５年旅券のみの申請となります。

・以前、旅券を取得したことのある方は、最後に取得した旅券を持参してください。
・有効期間内の旅券を切替える場合は、申請時に有効な旅券の提示が必要です。
　なお、有効な旅券は、交付時に返納していただきます。（残りの期間は失効します。）
・居所申請（他都道府県に住民登録があり、県内に居所を有している方の申請）
　上記の書類の他、住民票（発行日から６か月以内のもの）及び山形県内に住んでいることを
証明する書類（直近の消印のある郵便物や公共料金請求書など）が必要になります。代理提出
はできません。
・一時帰国の方（日本国内に住民登録のない方）は、一時帰国であることを証明する書類（永住、
長期商用などの査証、外国人登録証、永住証明書など）が必要です。
　なお、代理人ではなく、本人から申請していただく必要があります。

２ 戸籍謄本 
　（発行日から６か月以内のもの）

１通

３  写　　　真
　（６か月以内に撮影したもの）

４  本人確認の書類

５  前回取得した旅券

６  その他

１枚

・同一戸籍の方々が同時に申請する場合は、戸籍謄本１通で構いません。
・２枚以上になっている戸籍謄本はそのまま外さずお持ちください。
・有効期間内の旅券をお持ちの方で、戸籍上の氏名・都道府県名等に変更のない方は、省略できます。
　変更のある方は、前の旅券申請時から現在までの状況が確認できる戸籍謄本が必要です。

申請者本人のみ写っているもの（正面・無帽・無背景（背景色は青色をおすすめします。））

（裏面に記入例あり）
ダウンロード申請書を用いた申請もできます。（「ダウンロード申請書」で検索）

・指定の寸法等の規格を満たしていないもの。
・顔の大きさが規格に合わないもの（大きすぎ・小さすぎ等）。
・不鮮明な（焦点・ピントがあっていない）もの。顔や背景に影があるもの。顔にてかりやムラがあるもの。
・明るさやコントラストが適切でないもの。
・背景と人物の境目がわかりにくいもの（背景は、無地の淡い色で、色を選択できる場合、白よりブルーが
　望ましい）。
・背景に椅子等があるなど、無背景でないもの。背景に柄模様やグラデーションがあるもの。
・実際の容姿と著しく異なるもの（例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの）。
・目を大きく見せたり、美白処理、ほくろの修正等をしているもの。左右反転しているもの。
・目の周辺に髪の毛、マスク、メガネ、つけまつげ、まつげエクステンション等の一部やその影が入ってい
　るもの。
・色付き眼鏡や眼鏡のレンズに光の反射や影がある等、目元がわかりにくいもの。
・眼鏡のフレームが目にかかっているもの。
・カラーコンタクトやディファインを装着しているもの。
・顔の輪郭が隠れているもの。
・装飾品（イヤリング、ピアス、ヘアピン、カチューシャ等）で、目、耳、鼻、唇等が隠れているもの。
・帽子やヘアバンドなどで頭髪を覆っているもの。カツラ（ウィッグ）等で実際の容姿や雰囲気が変わるもの。
・変色しているもの。傷や汚れのあるもの。
・デジタル写真の場合、ノイズ（画像の乱れ）、ドット（網状の点）やジャギー（階段状のギザギザ模様）があるもの。
・写真専用紙以外を使用したもの。または、画質が適切でないもの。

たて４.５cm×よこ３.５cm（ふちなし）で左記の寸法を満たすもの。カラーでも白黒でも可。
（注）裏面に氏名を筆圧弱く記入してください。個人が撮った写真で基準を満たしていないものは不可。

※参考　パスポートセンターで申請される場合は、霞城セントラル内や近くの写真を撮ることができる所を紹介できます。
　　　　総合支庁等で申請する場合は、事前に準備してください。

有効な原本（コピーは不可）
（代理で提出する場合は、
申請者本人の本人確認書
類のほか、代理人の本人
確認書類も必要です。）

①１点で確認できる書類
有効な日本国旅券（失効後６か月以内も可）、運転免許証、マイナンバーカード（個人番号カード）、船員手
帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁
（独立行政法人、特殊法人等を含む）の職員の身分証明書（写真のあるもの）、写真付き身体障がい者手帳
（写真貼替え防止がなされているもの）、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年４月１日以降のもの）等

②２点での確認が
　必要な書類
（①の書類が
　ない場合）
　（イ＋ロ）
　　 又は
　（イ＋イ）

（イ）

（ロ）

被保険者証（健康保険、国民健康保険、船員保険、介護保険）、共済組
合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金・厚生年金・船員保険
の年金手帳（証書）、印鑑登録証明書（登録印鑑もご持参ください）

母子手帳（小学生以下に限る）、学生証・会社の身分証明書・公の機関
が発行した資格証明書（いずれも写真が貼ってあり、生年月日の記載の
あるもの）、療育手帳、失効旅券（失効後６か月を経過したもの）、本籍
地市町村発行の身分証明書、在学証明書、直近の納税証明書（所得税・
住民税に限る）等

（②の組み合わせ例）
○健康保険証と年金手帳
○健康保険証と学生証
○（小学生以下の方は）
・健康保険証と母子手帳

（単位：mm）

4±2

34±2

17±2

３ ３

35

45

寒河江市大字西根字石川西３５５
村山市楯岡笛田４－５－１
新庄市金沢字大道上２０３４
米沢市金池７－１－５０
長井市高野町２－３－１
東田川郡三川町大字横山字袖東１９－１

鶴岡市馬場町９－２５
　
酒田市本町２－２－４５
天童市老野森１－１－１

☎０２３７－８６－８１９７
☎０２３７－４７－８６０７
☎０２３３－２９－１２１８
☎０２３８－２６－６００１
☎０２３８－８８－８２０２
☎０２３５－６６－５４０８

☎０２３５－２５－２１１１

☎０２３４－２６－５７２３
☎０２３－６５４－１１１１

〒９９１－８５０１
〒９９５－００２４
〒９９６－０００２
〒９９２－００１２
〒９９３－８５０１
〒９９７－１３９２

〒９９７－８６０１
　
〒９９８－８５４０
〒９９４－８５１０

（内線 １４０） 

（内線 ７１７） 

村山総合支庁西村山地域振興局旅券事務室（１階）
村山総合支庁北村山地域振興局旅券事務室（１階）
最上総合支庁旅券事務室（１階）
置賜総合支庁旅券事務室（１階）
置賜総合支庁西置賜地域振興局旅券事務室（１階）
庄内総合支庁旅券事務室（１階）
※鶴岡市、酒田市、天童市に住民登録されている方は、住民登録のある市役所又はパスポートセンターでの申請・交付になります。
鶴岡市役所本所市民課（１階）
（各地域庁舎でも申請を受付けます。）
酒田市役所市民課（１階）
天童市役所市民課（１階）

（申請書は旅券窓口にあります）

※不適当な写真の例　撮り直ししていただく場合がありますので十分注意してください。
不適当な写真の場合、顔認証ゲート等の機械認証を通過できない可能性があ
ります。また、入国審査において入国を拒否される可能性があります。

　写真は裏面に氏名を記入のうえ
申請書に貼らずにお持ちください。

　左右の端から３mmの部分は写
りません。耳等が入らないように
ご注意ください。

・新たに旅券が発給されるたびに
　旅券番号は変わります。

・申請後の取り下げはできません。

※パスポートセンターでは山形県収入証紙及び収入印紙のセットを１階のコンビニで、総合支庁(西置賜を除く)、酒田・天童市役所では売店等で取り扱っています。詳しくは交付窓口で確認ください。




